
議案第４号 

   職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について 

 

  令和２年３月26日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

  食肉衛生検査所に新たに副所長の職が設置されることに伴い、所要の改正を

しようとするものである。 

第２ 規則案の内容  

  と畜検査手当の支給対象に食肉衛生検査所の副所長の職を加えること。（規

則第５条の２関係） 

第３ 施行期日（附則関係） 

  令和２年４月１日から施行すること。 
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 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和31年岩手県人事委員会規則第65号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （と畜検査手当の額）  （と畜検査手当の額） 

第５条の２ 条例第４条の２第２項に規定する手当の額は、勤

務１月につき給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。ただし、保健所に勤務すると畜検査員については、検査

の作業に従事した日数が、その月において勤務すべき日数の

３分の２に満たないときは、その作業に従事した日数に応じ

日割により算出した額に相当する額とする。 

第５条の２ 条例第４条の２第２項に規定する手当の額は、勤

務１月につき給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。ただし、保健所に勤務すると畜検査員については、検査

の作業に従事した日数が、その月において勤務すべき日数の

３分の２に満たないときは、その作業に従事した日数に応じ

日割により算出した額に相当する額とする。 

 (１) 食肉衛生検査所の所長であると畜検査員 100分の２  (１) 食肉衛生検査所の所長又は副所長であると畜検査員 

100分の２ 

 (２) ［略］   (２) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について 

  

１ 改正の趣旨                                         

  令和２年度から、食肉衛生検査所に新たに副所長の職が置かれることに伴い、所要の改正をしよう

とするもの。 

 

２ 特殊勤務手当の趣旨                                     

  職員の勤務が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務と認められるも

のに従事する職員に対して、勤務の特殊性に応じて支給するもの。 

 条例において、勤務の特殊性に応じて、現在38種類の手当が規定されている。 

 

３ と畜検査手当の概要                                        

 (１) 支給要件（条例第４条の２） 

    保健所又は食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員が、と畜場法（昭和28年法律第114号）第14

条第１項から第４項までの規定に基づいて行う獣畜のとさつ又は解体の検査の作業に従事した

とき。 

 (２) 支給額等（条例第４条の２、規則第５条の２） 

   ・ 手当の額は、勤務１月につき当該職員の給料月額の100分の８の範囲内で人事委員会の定め

る額。 

   ・ 勤務１月につき給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、保健所に勤務す

ると畜検査員については、検査の作業に従事した日数が、その月において勤務すべき日数の３

分の２に満たないときは、その作業に従事した日数に応じ日割により算出した額に相当する額。 

支給区分 支給率 

食肉衛生検査所の所長であると畜検査員 給料月額の100分の２ 

上記以外のと畜検査員 給料月額の100分の８ 

 

４ 改正案 

  次のとおり改正する。 

改正前 改正後 

第５条の２ ［略］ 

 (１) 食肉衛生検査所の所長であると畜検査

員 100分の２ 

 (２) ［略］ 

第５条の２ ［略］ 

 (１) 食肉衛生検査所の所長又は副所長であ

ると畜検査員 100分の２ 

 (２) ［略］  

 

【改正理由】 

 ・ 当該職は所長と同様に、直接とさつ又は解体の検査の作業に従事する時間が短く、マネジメント

が主な業務となることから支給率を所長と同じ２％とするもの。 

 ・ 東北他県でも、と畜検査に係る特殊勤務手当・給料の調整額を支給する場合、管理職（特別調整

額支給）職員については支給率を低く設定していること。 
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（東北他県の状況） 

【給料の調整額】   

 対象公署 職員の範囲 調整数 

秋田県 食肉衛生検査所 ①と畜検査員(管理職手当の支給を受ける職員を除く) 

②病理細菌技術者 

調整数３ 

調整数１ 

宮城県 食肉衛生検査所 と畜検査員(所長を除く) 調整数２ 

山形県 食肉衛生検査所 ①と畜検査に従事する職員(②に掲げる者を除く) 

②所長 

調整数３ 

調整数１ 

福島県 食肉衛生検査所 食鳥検査を直接行う業務に従事することを常例とする獣医師

（給料の特別調整額の支給を受ける職員を除く） 

調整数３ 

【特殊勤務手当】 

 手当名 対象 手当額 

青森県 食肉衛生検査手当 食肉衛生検査所に勤務する職員が獣畜のと殺若しく

は解体の検査又は食鳥検査の業務に従事したとき。 

 

月額 18,900円

（条例以外の職

員（管理職含む）

は日額 900円） 

 

５ 施行日 

  この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

RS19010198
タイプライターテキスト
4-4




